


 

上期定期監査指摘 措置状況 

収入及び支出事務等の全般について監査

した結果、事務処理はおおむね適正に行わ

れていることを確認しました。 

しかしながら、監査の結果に記載のとお

り、重点項目として監査した旅費の執行に

関する事務について、旅費の積算に注意を

欠くものが見受けられました。 

旅費の取扱いについては、令和４年度か

ら宿泊料について、定額支給から実費支給

へ取扱いが変更され、事務処理に関する必

要な情報は累次に発出されているものの、

正しい理解のもと適切に伝達されていない

ことが要因で算定誤りが続いていることか

ら、引き続き適正な事務の確保に努められ

るよう望みます。 

今後におかれましては、今回の監査結果

等を全庁的な課題とし、改善に取り組まれ

ることを期待いたします。 

今期の指摘に対しては、特に重点項目と

されている旅費の執行に関する事務を中心

に是正措置を講じていくほか、過年度の指

摘内容や措置状況の組織内での共有を進

め、事務の基本となる法令等の習熟を図り、

引き続き、適正事務を執行するよう努めて

まいります。 


